
（例１） 12月決算で19年12月末決算分の経営事項審査を新基準で受けた場合

18.12.31    20.7.31
経営事項審査 旧  基  準  ①    21.7.31

  新 基 準  ②    22.7.31
    19.12.31   新 基 準  ③

    20.12.31

加古川市の郵便入札における総合評定値の取扱い 平成２０年度 平成２１年度
    20.4.1    20.7.31     21.4.1    21.7.31     22.4.1

 ①での点数    特例で①での点数  ②での点数        ③での点数
  旧基準での点数を利用   新基準での点数を利用

（例２） 12月決算で19年12月末決算分の経営事項審査を旧基準で受けた場合

18.12.31    20.7.31
経営事項審査 旧  基  準  ①    21.7.31

  旧 基 準  ②    22.7.31
    19.12.31   新 基 準  ③

    20.12.31

再審査による新基準の総合評定値（X） 再審査無料申立期間：20年7月29日まで

加古川市の郵便入札における総合評定値の取扱い 平成２０年度 平成２１年度
    20.4.1    20.7.31     21.4.1    21.7.31     22.4.1

 ①での点数        ②での点数        ③での点数
  旧基準での点数を利用   新基準での点数を利用

  3月末までに新基準③の経営事項審査が間に合えば③での点数を利用。
  間に合わない場合は、19年12月末決算分の経営事項審査の再審査に
よる新基準の点数が必要。その場合21.7.31までは（X)での点数を利用。

（例３） ３月決算の場合

19.3.31    20.10.31
経営事項審査 旧  基  準  ①    21.10.31

  新 基 準  ②    22.10.31
    20.3.31   新 基 準  ③

    21.3.31

加古川市の郵便入札における総合評定値の取扱い 平成２０年度 平成２１年度
    20.4.1    20.10.31     21.4.1    21.10.31     22.4.1

 ①での点数 特例で①での点数           ②での点数     ③での点数
  旧基準での点数を利用   新基準での点数を利用


